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令和３年度採用 

瑞浪市社会福祉協議会職員採用試験案内  

１．受 付 期 間   ９月１５日（火）～ １０月１６日（金） 

２．試  験  日   １１月 ７日（土） 

３．試 験 場 所  瑞浪市市民福祉センター「ハートピア」 

４．職種・採用予定人員等 

職  種 受  験  資  格 
採用予定

人  員 

社会福祉士又は 

精神保健福祉士 

平成２年４月２日以降に生まれ、社会福祉士・精

神保健福祉士のいずれかの資格を有する方、又は

令和３年３月３１日までに資格取得見込みの方 

１名 

  ※ パソコンの Word・Excelの基礎操作ができること。 

   ※ 普通自動車運転免許証を有すること。 

※ 採用後に職場が異動する場合があります。 

※ 記載内容に虚偽又は不正があることが判明した場合は、合格を取り消します。 

※ 受験資格に記載してある資格が取得できなかった場合には、原則として合格を取り 

消します。 

※ 次のいずれかに該当する方は受験できません。 

  ・成年被後見人又は被保佐人 

  ・禁固以上の刑に処せられ、その執行が終るまで又はその執行を受けることがなく 

なるまでの方 

 

５．受験手続 

（１）申込先 

   瑞浪市社会福祉協議会 

   〒５０９－６１２３ 岐阜県瑞浪市樽上町１丁目７７番地 

   ℡（０５７２）６８－４１４８ 

※申込書及び試験案内の郵送による請求は、「返信先を記入した返信用封筒

（A４サイズ、１４０円切手貼付）」を同封してください。 

 

（２）申込方法等 

  ＜提出書類＞ 

  ① 申込書  瑞浪市社会福祉協議会事務所に用意（９月１５日から配 

付） 
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  ② 受験票   同 

  ③ 自己紹介書 同 

  ④ 資格証明書（写） 

     

・申込書を郵送する場合は、封筒の表に「社協職員採用試験申込書」と朱

書きし、必ず簡易書留郵便にしてください。 

・受験票は、申込書受付後 受験番号を記入のうえ郵送しますが、試験日

の１週間前までに到着しないときは照会してください。受験票には、必

ず本人に届くよう、住所・氏名・郵便番号を正確に記入し、６２円切手

を貼ってください。 

・受験票の写真は、申込書提出時には貼付する必要はありません。 

なお、受験票には、申込前６ヵ月以内に撮影した写真（上半身、無帽

正面向き、縦約 5.5センチメートル、横約 4.5センチメートル）を貼っ

て試験当日必ず持参してください。 

 

（３）受付期間 

 ・令和２年９月１５日（火）～ 令和２年１０月１６日（金） 

   午前８時３０分から午後５時１５分まで受付けします。 

 ・土曜日、日曜日及び休日は受付けを行いません。 

 ・郵送（簡易書留に限る。）の場合は令和２年１０月１６日（金）必着。 

 

 

６．試験の日時･場所・方法 

（１）日 時 

   令和２年１１月７日（土）午前９時００分から 

（８時５０分までに受付けを完了して下さい。） 

（２）場 所 

  瑞浪市市民福祉センター「ハートピア」 瑞浪市樽上町１丁目７７番地 

   ℡（０５７２）６８－４１４８ 

 （３）試験の種類 

   ①教養試験 

②適応性試験 

③面接試験 

 ただし、申込み多数の場合には、教養試験及び適応性試験を一次 

試験として実施し、一次試験合格者を対象に二次試験として面接を 

実施します。この場合、二次試験の日時等については、一次試験合 

格者に通知します。 
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７．合否の発表 

   令和２年１１月中旬頃までに合否にかかわらず、受験者全員に郵便に 

  て結果を発送します。なお、合否についての電話等による問い合わせには 

  お応えしません。 

   

 

６．採用予定時期及び給与等 

（１）この試験の合格者は、原則として、令和３年４月１日採用となります。 

（２）給与等 

  ・初任給 大 学 卒  １７４，４００円 

       短期大学卒  １６１，６００円 

       高等学校卒  １５０，６００円 

   ※該当者には、期末・勤勉手当、通勤手当、住居手当等が支給されます。 

なお、経験者については、経歴などを換算し、給与額を決定します。      

（３）勤務地 

    瑞浪市市民福祉センター「ハートピア」（職場の異動有） 

    瑞浪市樽上町１丁目７７番地 

（４）勤務時間等 

    原則として、日曜日、土曜日、国民の祝日、年末年始を除く午前８時 

３０分から午後５時１５分まで（別に規則等で定める場合を除く。） 

（５）試用期間 

    有（採用後６か月間） 

（６）定年制 

    有（満６０歳に到達した後最初の３月３１日） 


